誓　約　書
足場・仮囲での占用申請等を提出するにあたっては、関係法令や条例、その他関係規則等を遵守します。

（申請者名）　　　　　　　　　　　　　　　　　


· 足場設置における保護棚（防護棚、朝顔）について
工事を行う部分が道路面から10メートル以上の高さになる場合は、
「建築基準法施行令」「労働安全衛生規則」「国土交通省　建設工事公衆災害防止対策要綱」により保護棚（防護棚、朝顔）の設置が必要とされています。

【保護棚を設置する場合の条件】
· 出幅は、足場から2メートル以上とすること。
· 保護棚（１段目）を足場に取り付ける位置は、道路面から、車道上は5メートル以上、歩道上は３メートル以上とすること。ただし、いずれの場合も道路面から10メートル以内とすること。
· 保護棚の設置段数は、工事を行う部分の高さが道路面から10メートル以上の場合は１段以上、20メートル以上の場合は２段以上とすること。
　　　　その際、足場が道路に出ずに工事敷地内に納まる場合であっても、その設置位置が道路境界から２メートル未満のときは、基準どおり保護棚の設置をすること。
　　　　壁面の塗装などで、保護棚の設置段数は工事を行う部分の高さに関わらず１段以上とすることができる。ただし、足場組立て解体時の落下物の危険は排除できないため、歩行者の作業範囲への立ち入り防止対策を添付すること。立ち入り防止対策が取れない理由がある場合は基準どおりの保護棚の設置をすること。
· 足場の前面だけでなく、側面にも設置すること。なお、足場の側面に保護棚を設置できない場合は、これに代わる落下物防止措置を行うこと。
　　　　足場の側面に保護棚を設置できない場合は、その理由を記載すること。
　　　　保護棚が隣地前面の道路上空に及ぶ場合は、隣地所有者の承諾書の写しを提出すること。
· 労働基準監督署への機械等設置届について
労働基準法等により足場等設置の場合は、高さが10メートル以上で、設置から解体まで
60日以上かかる場合は、設置工事の30日前までに所轄の労働基準監督署に「機械等設置届」を提出する必要がある。（労働基準法第88条）　　　　　　　　　　
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（関係法令等）
労働安全衛生規則
（物体の落下による危険の防止）
第537条　事業者は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼす恐れのあるときは、防網の設置を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

建築基準法施行令
第136条の５　建築工事等において工事現場の境界線から水平距離が５メートル以内で、かつ、地盤面からの高さが３メートル以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合においては、ダストシュートを用いる等当該くず、ごみ等が工事現場の周辺に飛散することを防止するための措置を講じなければならない。
２　建築工事等を行なう場合において、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が５メートル以内で、かつ、地盤面から高さが７メートル以上にあるとき、その他はつり、除去、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあるときは、国土交通大臣の定める基準従って、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を講じなければならない。

国土交通省　建設工事公衆災害防止対策要綱
第28 防護棚　施工者は、建築工事を行う部分から、ふ角75度を超える範囲又は水平距離５メートル以内の範囲に隣家、一般の交通その他の用に供せられている場所がある場合には，本章第27（外部足場）の規定に基づくほか、落下物による危害を防止するため、次の各号に定めるところにより防護棚を設けなければならない。ただし、特殊な施工方法による場合においては、想定される落下物の状況に応じた適切な措置を講ずることによりこれに代えることができる。 一　建築工事を行う部分が、地盤面からの高さが10メートル以上の場合にあっては１段以上、20メートル以上の場合にあっては２段以上設けること。二　最下段の防護棚は、建築工事を行う部分の下10メートル以内の位置に設けること。なお、外部足場の外側より水平距離で２メートル以上の出のある歩道防護構台を設けた場合は、最下段の防護棚は省略することができること。三　防護棚は、すき間がないもので、十分な耐力を有する適正な厚さであること。四　骨組の外側から水平距離で２メートル以上突出させ、水平面となす角度を20度以上とし、風圧、振動、衝撃、雪荷重等で脱落しないよう骨組に堅固に取り付けること。２ 施工者は、防護棚を道路上空に設ける場合には、道路管理者及び所轄警察署長の許可を受けなければならない。

（参考：愛知県公式Web足場・仮囲の審査基準、厚生労働省HP、国土交通省HP）
